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第１章 宮城県生物多様性地域戦略の概要 

１ 地域戦略の位置付け 

宮城県生物多様性地域戦略とは，平成２０年に施行された生物多様性基本法*に基づき，宮城

県が主体となって策定した法定計画です。国が策定した生物多様性国家戦略*などの考え方を踏

まえ，宮城県の最上位計画である「宮城の将来ビジョン」との整合を図りながら，本県におけ

る生物多様性の保全と，その持続的な利用に関する中・長期的な考え方をまとめたものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 地域戦略の取組主体 

本地域戦略は行政だけではなく，県民やＮＰＯ・事業者・教育機関などの様々な主体が相互

に連携・協力して取組を進め，生物多様性の保全を図るものになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 地域戦略の対象地域 

〈宮城県全域〉 

県内全域を対象としていますが，県鳥であるマガンのような渡り鳥は本県のみならず国内外

を広く移動します。また，河川や山地のような地形やそこに形成される生態系は複数の地域に

またがっていることもあります。そこで，本地域戦略の実施に際しては，より広域な地域の生

物多様性にも留意します。 
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地域戦略に関わる主体の連携イメージ 

宮城の将来ビジョン(平成２９年度改訂) 
宮城県震災復興計画(平成２３年度策定)・宮城県地方創生総合戦略(平成２７年度策定) 

《関連する個別計画》 
・宮城県環境基本計画 
・河川整備基本方針，河川整備計画 
・都市計画区域マスタープラン 
・第２期みやぎ農業農村整備基本計画(中間見直し)
・第２期宮城県教育振興基本計画      など

宮城県生物多様性地域戦略 
(第１次改訂) 
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県の関連計画などとの関係性 
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４ 地域戦略の計画期間 

〈２０年間：平成２７年(２０１５年)度から令和１６年(２０３４年)度まで〉 

本地域戦略は自然に関わることを対象にしており，長期的な視点でとらえる必要があること

から，計画期間は２０年間とします。この２０年間は，本地域戦略の策定年次に生まれた子ど

もたちが成人するまでの期間を想定したものです。また，５年に１回程度を目途に，必要に応

じて内容の見直しを行います。 

 

５ 地域戦略の将来像と基本方針 

本戦略では，戦略策定から「宮城県の目指すべき将来像」，その将来像の実現に向けて私たち

が共有したい「３つの基本方針」，基本方針を踏まえて行う「１０の基本的取組」を以下のとお

り整理しています。 

※将来像・基本方針・具体的取組の詳細については第４章及び第５章をご覧ください。 
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※：第１次改訂より基本的取組名を「地産地消の推進」

から「生物多様性に配慮した生産・消費」に変更 
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